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公認競技会における取り扱いについて

○　公認の道路競走競技会における公認記録の扱い

　　公認の道路競走競技会においては、登録者と未登録者が混在し

て競技を行うことが認められている。その中で、公認記録とな

るのは、本連盟登録会員だけである。道路競走競技会においては、

グロスタイム（スタートの号砲からフィニッシュまでの時間）と

ネットタイム（スタートラインを通過した時からフィニッシュま

での時間）が表示されることがある。その中で公認記録となるの

はグロスタイムだけである。よって、競技会の参加標準記録と

して使用できるのは、グロスタイムだけである。

○　公認の道路競走競技会における取り扱い

・　主催者は、エントリーの際に競技者の登録の有無を確認する。

・　プログラムに登録者であることがわかるように表示する。登録

者は所属団体名・登録都道府県名を表記する。未登録者は所属

名を表記しないことが望ましい。

・　登録者として出場するためには、エントリー時と競技会実施時

の双方において登録会員であることが条件となる。

・　スタートの並び順は、登録者と未登録者を分けて整列させる必

要はなく、安全な競技運営の観点から登録者、未登録者に関わら

ず参加者の持ちタイム順に並べることが望ましい。したがって、

登録者と未登録者の参加資格（制限タイム）を別のものに設定す

ることは望ましくない。

・　トランスポンダーを使用する競技会においては、記録の申請は

電子申請を行うことが望ましい。

（2014年12月22日理事会承認）
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